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緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染防止に関する 

千代田区の基本方針 

 

 

千代田区は令和２年４月８日に開かれた「千代田区新型コロナウイルス感染症対策本部

会議」で、感染拡大防止のため、下記の通り基本方針を策定しました。なお、基本方針につ

いては政府及び都や専門家会議の発表を踏まえ、段階的に改定します。 

 

１．前提条件 

 新型コロナウイルスとの闘いは、区民生活にも多くの負担を強いるものですが、国全体で

一致協力して臨まなければ、到底克服できるものではありません。区として、国、都との連

携のもと、あらゆる力を結集して一致団結をして全力を持って対策に取り組んでいくため、

下記２点を前提条件として定めました。 

（１）感染症予防と拡大防止のため、それぞれ区民及び職員が自分のことと考えて行動をと

ること。 

（２）区民に最も身近な基礎的自治体として、感染症拡大防止対策やこれに伴う経済支援な

どの緊急対策、直接的かつ切れ目のない支援が必要な区民サービスについては着実に

提供すること。 

 

２．区内教育施設等の対応 

（１）小学校、中学校、中等教育学校 

（２）幼稚園、こども園 

（３）保育園 

（４）学童クラブ 

（５）児童館等 

  原則、５月 31日まで休校・休園とする。 

 

３．区有施設の利用や貸出し 

 原則、５月 31日まで休止とする。 

 

４．イベントや事業の考え方 

 原則、５月 31日まで中止または延期とする。 



 なお、事業の性質上、準備が必要なものについては別途中止または延期の判断を行う。 

 

５．区役所の窓口業務 

（１）総合窓口業務 

  平日の８：３０から１７：００までの取り扱いとし、土曜日の窓口業務は休止とする。 

（２）出張所窓口業務 

  平日の８：３０から１７：００までの取り扱いとし、水曜日に実施していた夜間延長は

休止とする。 

 ※いずれも５月 31日まで 

 

６．会議設定 

原則、書面開催とする。やむを得ず開催する場合は、適切な感染予防対策を施したうえで、

最小限の時間及び出席者で実施することとする。 

 

７．職員体制 

職員間の感染により区の業務が停止したり機能不全に陥ったりしないよう、時差出勤や

手指の洗浄・消毒、マスク着用を強く勧奨する。さらに、リスクを分散させるため、業務の

緊急性等を勘案し休止・縮小等の対応をとることにより、医療や緊急対策に従事する職員を

除いた上で、その他の職員の５割程度の出勤で業務を行えるよう、交代制勤務等を実施す

る。 

 

８．業務の縮小と応援体制 

新たに発生する業務については、業務の休止・縮小等により生じた各部の職員を応援要員

として、機動的・機能的に対応できるよう実効性のある業務遂行体制を構築する。 


